
◎
議
院
運
営
委
員
会

回
　
数

年
月
　
日

　
　
（
曜
日
）

議
　
　
　
　
事
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

１

平
成
５
年
９
月
1
7
日

（
金
）

一
、
理
事
の
補
欠
選
任
を
行
っ
た
。

一
、
次
の
構
成
に
よ
り
庶
務
関
係
小
委
員
会
及
び
図
書
館
運
営
小
委
員
会
を
設
置
す
る
と
を
決
定
し
た
後
、
そ

　　

れ
ぞ
れ
小
委
員
及
び
小
委
員
長
を
選
任
し
た
。

　
　
　

自
由
民
主
党
六
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
五
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
新
党
・
民
主
改　

　　
　

革
連
合
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
及
び
日
本
共
産
党
各
一
人　
　

計
一
五
人

　　
　

な
お
、
各
小
委
員
の
変
更
の
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

一
、
会
期
を
九
十
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

２

平
成
５
年
９
月
2
1
日

（
火
）

一
、
科
学
技
術
特
別
委
員
会
、
環
境
特
別
委
員
会
、
災
害
対
策
特
別
委
員
会
、
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員

　　

　

会
、
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
地
方
分
権
に

　　

　
関
す
る
特
別
委
員
会
及
び
規
制
緩
和
に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
委
員
の
会
派
割
当
を
そ
れ
ぞ
れ
次

　
　　

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　　

　

科
学
技
術
特
別
委
員
会

　
　　

　
自
由
民
主
党
八
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
六
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
二
人
、
日
本
新
党
・
民

　　
　
　

　
　

主
改
革
連
合
、
日
本
共
産
党
、
参
議
院
新
生
党
及
び
二
院
ク
ラ
ブ
各
一
人　

計
二
〇
人

　　
　　

環
境
特
別
委
員
会

　
　
　　
　

自
由
民
主
党
八
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
六
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
二
人
、
日
本
新
党
・
民



　
主
改
革
連
合
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
、
日
本
共
産
党
及
び
参
議
院
新
生
党
各
一
人
　
計
二
〇

　
人

災
害
対
策
特
別
委
員
会

　
自
由
民
主
党
八
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
六
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
二
人
、
日
本
新
党
・
民

　
主
改
革
連
合
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
、
日
本
共
産
党
及
び
参
議
院
新
生
党
各
一
人
計
二
〇

　
人

政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　
自
由
民
主
党
一
四
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
一
〇
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
三
人
、
日
本
新

　
党
・
民
主
改
革
連
合
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
及
び
日
本
共
産
党
各
二
人
、
参
議
院
新
生
党
及

　
び
二
院
ク
ラ
ブ
各
一
人
計
三
五
人

沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　
自
由
民
主
党
八
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
六
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
日
本
新
党
・
民
主

　
改
革
連
合
各
二
人
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
及
び
二
院
ク
ラ
ブ
各
一
人
　
計
二
〇
人

国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　
自
由
民
主
党
及
び
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
各
三
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
新
党
・
民
主
改

　
革
連
合
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
及
び
日
本
共
産
党
各
一
人
　
計
一
〇
人

地
方
分
権
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　
自
由
民
主
党
八
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
六
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
二
人
、
日
本
新
党
・
民

　
主
改
革
連
合
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
、
日
本
共
産
党
及
び
参
議
院
新
生
党
各
一
人
計
二
〇

　
人

規
制
緩
和
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　
自
由
民
主
党
一
〇
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
七
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
日
本
新
党
・
民

　
主
改
革
連
合
各
二
人
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
、
日
本
共
産
党
、
参
議
院
新
生
党
及
び
二
院
ク



　
　
　
ラ
ブ
各
一
人
計
二
五
人

一
、
裁
判
官
訴
追
委
員
予
備
員
の
選
任
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
次
の
件
に
つ
い
て
政
府
委
員
か
ら
説
明
を
聴
い
た
後
、
承
認
又
は
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
イ
、
公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
委
員
の
任
命
承
認
に
関
す
る
件

　
　
ロ
、
電
波
監
理
審
議
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
本
会
議
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
演
説
に
対
し
、
次
の
要
領
に
よ
り
質
疑
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
イ
、
日
取
り
九
月
二
十
四
日

　
　
ロ
、
時
　
間
　
自
由
民
主
党
八
〇
分
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
三
〇
分
、
公
明
党
・
国
民
会
議
二
五

　
　
　
　
　
　
分
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
一
五
分
、
日
本
共
産
党
二
〇
分

　
　
ハ
、
人
数
自
由
民
主
党
二
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
ス

　
　
　
　
　
　
　
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
及
び
日
本
共
産
党
各
一
人

　
　
ニ
、
順
序
　
１
自
由
民
主
党
　
２
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
３
公
明
党
・
国
民
会
議
　
４
民
社
党

　
　
　
　
　
　
　
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
　
５
日
本
共
産
党
　
６
自
由
民
主
党

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

３

平
成
５
年
９
月
2
4
日

（
金
）

一
、
日
本
新
党
・
民
主
改
革
連
合
を
立
法
事
務
費
の
交
付
を
受
け
る
会
派
と
認
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

４

平
成
５
年
1
0
月
2
9
日

（
金
）

一
、
理
事
の
補
欠
選
任
を
行
っ
た
。

一
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
政
府
委
員
か
ら
説
明
を
聴
い
た
後
、

　
　
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

一
、
国
土
審
議
会
特
別
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。



５

平
成
５
年
１
１
月
５
日

（
金
）

一
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
八
号
）
　
（
衆
議
院
提
出
）

　
　
を
可
決
し
た
。

一
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

６

平
成
５
年
1
1
月
1
2
日

（
金
）

一
、
北
海
道
開
発
審
議
会
委
員
の
選
任
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

７

平
成
５
年
1
1
月
2
6
日

（
金
）

一
、
元
議
員
故
野
坂
参
三
君
に
対
し
、
院
議
を
も
っ
て
弔
詞
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

一
、
日
本
・
新
生
・
改
革
連
合
を
立
法
事
務
費
の
交
付
を
受
け
る
会
派
と
認
定
し
た
。

一
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号
）
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案

　
　
（
閣
法
第
二
号
）
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
号
）
、
政
党
助
成
法
案

　
　
（
閣
法
第
四
号
）
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
三
号
）
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
四
号
）
及
び
法
人
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
五
号
）
に
つ
い
て

　
　
本
会
議
に
お
い
て
そ
の
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
対
し
、
次
の
要
領
に
よ
り
質
疑
を
行

　
　
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
イ
、
時
　
間
　
自
由
民
主
党
九
〇
分
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
三
〇
分
、
日
本
共
産
党
二
〇
分

　
　
ロ
、
人
　
数
　
自
由
民
主
党
二
人
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
及
び
日
本
共
産
党
各
一
人

　
　
ハ
、
順
序
大
会
派
順

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

８

平
成
５
年
1
1
月
3
0
日

一
、
次
の
件
に
つ
い
て
政
府
委
員
か
ら
説
明
を
聴
い
た
後
、
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。



（
火
）

　
　
イ
、
原
子
力
安
全
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ロ
、
科
学
技
術
会
議
議
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ハ
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ニ
、
公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ホ
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ヘ
、
社
会
保
険
審
査
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ト
、
漁
港
審
議
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
チ
、
運
輸
審
議
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
リ
、
航
空
事
故
調
査
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ヌ
、
日
本
放
送
協
会
経
営
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

　
　
ル
、
労
働
保
険
審
査
会
委
員
の
任
命
同
意
に
関
す
る
件

一
、
本
会
議
に
お
け
る
大
蔵
大
臣
の
演
説
に
対
し
、
次
の
要
領
に
よ
り
質
疑
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
イ
、
日
取
り
　
十
一
月
三
十
日

　
　
ロ
、
時
　
間
自
由
民
主
党
四
五
分
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
日
本
共
産
党
各
一
五
分

　
　
ハ
、
人
　
数
　
自
由
民
主
党
二
人
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
日
本
共
産
党
各
一
人

　
　
ニ
、
順
序
　
１
自
由
民
主
党
　
２
公
明
党
・
国
民
会
議
３
日
本
共
産
党
　
４
自
由
民
主
党

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

９

平
成
５
年
1
2
月
1
4
日

（
火
）

一
、
小
委
員
長
の
補
欠
選
任
を
行
っ
た
。

一
、
本
会
議
に
お
け
る
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
に
つ
い
て
の
農
林
水
産
大
臣
の
報
告
に
対

　
　
し
、
次
の
要
領
に
よ
り
質
疑
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
イ
、
日
取
り
　
十
二
月
十
四
日

　
　
ロ
、
時
間
自
由
民
主
党
三
〇
分
、
日
本
共
産
党
一
〇
分



　
　
ハ
、
人
数
自
由
民
主
党
二
人
、
日
本
共
産
党
一
人

　
　
ニ
、
順
　
序
　
大
会
派
順

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

　
1
0

平
成
５
年
1
2
月
1
5
日

（
水
）

本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

平
成
６
年
１
月
1
2
日

（
水
）

都
合
に
よ
り
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

　
1
1

平
成
６
年
１
月
1
3
日

（
木
）

一
、
理
事
の
補
欠
選
任
を
行
っ
た
。

一
、
国
土
審
議
会
特
別
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
長
提
出
の
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号
）
、
衆

　
　
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案
（
閣
法
第
二
号
）
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
　
案
（
閣
法
第
三
号
）
、
政
党
助
成
法
案
（
閣
法
第
四
号
）
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参

　
　
第
三
号
）
及
び
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
四
号
）
に
関
す
る
公
聴
会
開
会
承
認

　
　
要
求
に
つ
い
て
承
認
を
与
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
1
2

平
成
６
年
１
月
2
1
日

（
金
）

一
、
地
方
制
度
調
査
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

　
1
3

平
成
６
年
１
月
2
6
日

（
水
）

一
、
事
務
総
長
か
ら
両
院
協
議
会
開
会
の
請
求
に
つ
い
て
の
報
告
を
聴
い
た
。

一
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
両
院
協
議
会
協
議
委
員
を
選
任
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
会



　
　
派
割
当
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
　
自
由
民
主
党
八
人
、
日
本
共
産
党
及
び
二
院
ク
ラ
ブ
各
一
人
計
一
〇
人

一
、
農
林
水
産
大
臣
畑
英
次
郎
君
問
責
決
議
案
（
山
本
富
雄
君
外
二
名
発
議
）
の
委
員
会
審
査
を
省
略
す
る
こ
と

　
　
に
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

平
成
６
年
１
月
2
7
日

（
木
）

都
合
に
よ
り
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

　
1
4

平
成
６
年
１
月
2
8
日

（
金
）

一
、
農
林
水
産
委
員
長
の
辞
任
及
び
補
欠
選
任
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。

　
1
5

平
成
６
年
１
月
2
9
日

（
土
）

一
、
事
務
総
長
か
ら
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
両
院
協
議
会
に
お
い
て
成
案
を
得
た
旨
及

　
　
び
衆
議
院
か
ら
同
両
院
協
議
会
成
案
を
受
領
し
た
旨
の
報
告
を
聴
い
た
。

一
、
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
決
定
し
た
。



○
　
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番号

件
　
　
　
名

提
出
者

　
（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参
　
　
議
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
院

備
　
考

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

委
員
会

付
　
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
　
決

８

国
会
議
員
の
秘
書

の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

議
院
運
営
委
員
長

（
五
、
一
〇
、
二
八
）

五
、

一
〇
、
二
八

五
、

一
〇
、
二
八

五
、

一
〇
、
二
八

　
　
（
予
）

五
、

一
一
、
五

可
　
決

五
、

一
一
、
五

可
　
決

五
、

一
〇
、
二
八

可
　
決



国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
衆
第
八
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
国
会
議
員

の
秘
書
の
給
料
月
額
の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
全
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
。

二
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

　
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
国
会
議
員

の
秘
書
に
適
用
さ
れ
て
い
る
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
給
料
表
の
全
部
改

定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
年
四
月
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も

っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




